


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このたびは弊社製品を 
 お買い上げいただきありがとうございます。 

は じ め に 

● この取扱説明書は本製品の正しい取扱方法と簡単な点検および手入れについて説明しています。 

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただいて十分理解され、本製品を最良の状態で正しく 

安全に使用するためにご活用ください。 

● 下記マークが付いた項目は、安全上特に重要な項目ですので必ずお守りください。 

● お読みになったあとも、この取扱説明書を必ず大切に保存し、分からない場合は理解されるまで 

十分お読みください。 

● 本製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。 

      危 険 

 

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを 

示します。 

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを 

示します。 

      警 告 

 

その警告に従わなかった場合、けがを負うおそれのあるものを 

示します。       注 意 

 

その警告に従わなかった場合、製品の損傷や故障のおそれのあるものを 

示します。 取扱注意 

その他、使用上役立つ補足説明を示します。 補  足 

● なお、品質・性能向上などの理由で、使用部品の 

   変更を行なうことがあります。 

その際には、本書の内容および写真イラストなど 

の一部が、本製品と一致しない場合がありますの 

で、ご了承ください。 

● ご不明なことやお気付のことがございましたら、 

   お買い上げ店か、お近くの販売店・農協（ＪＡ） 

またはサービス工場にご相談ください。 

● この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかに当社または当社の営業所・販売店・農 

   協（ＪＡ）にご注文ください。 
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万一ローダの調子がおかしい・具合が悪い・などの場合には、次ページにより点検し、適切な処置
をしてください。
またローダの不具合原因の中には、トラクタ側のバルブ・ポンプなど油圧部品の不具合に起因する
場合も考えられますので、トラクタもあわせて点検・確認してください。

1  点検を行なう前に

● ローダを接地させて駐車ブレーキをかけ、エンジンを止めてください。

● エンジンをかけて点検・修理する必要がある場合、ローダの作業範囲内に入らないで
ください。

● ローダの下に入らないでください。

【守らないと】
ローダに当たったり、ローダの下敷きになって、死傷するおそれがあります。

2  点検中の注意

● ローダやトラクタの型式・及び機番を確認し、不具合の内容を詳細にメモしてください。
（後で連絡するときに便利です）

● 作動不良・作動不具合は､大半が配管間違いや配線不良によるものです。今一度、取扱説明書を
よく読んでいただき十分確認してください。

● 型式により、同じ不具合でも処置が異なる場合もありますので、十分注意・確認してください。

3  点検後

● 点検・処置しても①原因がわからない、②正常にならない場合は、本製品お買い上げの「販売店」
「ＪＡ」（農協）又はサービス工場までお問い合わせください。

● 油圧部品、特にバルブ等は精密機械ですので、分解・修理は専門の技術サービスマンにお任せ
ください。

トラブルシューティング

警告
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油圧編

  後部３Ｐも動かない　 39ペ－ジ参照　

  ローダが動かない

  後部３Ｐは動く 40ペ－ジ参照　

スタート   ローダは動く   後部３Ｐが動かない 39ページ参照　

  アーム・バケットとも 41ペ－ジ参照

  動きがおかしい

  ローダの動きが   バケットの 41～42ページ
  おかしい   動きがおかしい 参照

  アームの 41～44ページ
  動きがおかしい 参照

  その他 40・43・44ページ

参照
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症        状 原        因 処        置

 ローダ・後部３Ｐ  (IN) と(OUT)ポートの配管  組付要領書・純正部品表通りに正しく配管して

 ともに動かない。  が逆になっている。  ください。

 作動油が不足している。  作動油を追加してください。

 （ポンプより異常音がする）  追加油量は組付要領を参照してください。

 オイルフィルターの目づまり  フィルタを洗浄・または交換してください。

 ポンプ故障  トラクタを修理に出してください。

（油を送らない）  またはポンプを交換してください。

 メインリリーフバルブ　  内部洗浄後、圧力計にて圧力を再セットして

 整備不良  ください。

 ローダは動くが (OUT)とポートの配管が  組付要領書・純正部品表通りに正しく配管して

 後部３Ｐは動かない。  逆になっている。  ください。

（または後部作業機  トラクタの落下調整弁不良  トラクタを修理に出してください。

 が落下する。）  または落下調整弁を交換してください。

 落下調整グリップが締まって  グリップをゆるめて（開いて）ください。　

 いる。
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症        状 原        因 処        置

 後部３Ｐは動くが  油圧取出口を間違えている。  組付要領書・純正部品表通りに正しく配管して

 ローダは動かない。  ください。

 (IN)と(OUT)ポートの配管  組付要領書・純正部品表通りに正しく配管して

 が逆になっている。  ください。

 カプラが接続されていない。　  カプラを接続してください。

 またはカプラの故障。  カプラのパッキンを交換してください。

（この場合、レバー操作時、  またはカプラを修理に出してください。

  リリーフ音がする。）

 ローダが動かない。  操作レバーのリンクが､がたつい  組付要領書・純正部品表通りに正しく配管して

（又は動きがおかしい）  ている。  ください。

 リリーフ音がする。  プッシュプケーブルの調整  組付要領・純正部品表通りに正しく配管して

 不良  ください。

 油温が上昇しやすい。  積荷オーバーでリリーフが  持上制限重量以下で作業してください。

 油温が異常に上昇  頻繁に働くため。  荒い運転をしないでください。

 する。
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症        状 原        因 処        置

 ローダを動かすと  ピン部のグリスが切れている。  グリスアップしてください。　

「ギー」と音がする。

 バルブ・シリンダから  パッキンの摩耗または劣化  修理に出してください。（パッキン交換）

 の油もれ(外部）

 継手・ホースから  ネジがゆるんでいる。  継手を締め直してください。

 の油もれ(外部）

 オーリングの損傷または劣化  オーリングを交換し（部品注文）、継手を締め直し

 てください。

 動きがぎくしゃくする。  シリンダ内に空気が入って　　  空気が抜けるまで空荷作動させてください。

 途中で止まる。  いる。

 動きがおそい。  作動油が不足している。  作動油を追加してください。

 異音がする。  追加油量は組付要領を参照してください。

 オイルフィルターの目づまり  フィルタを洗浄・または交換してください。

 動きがめちゃくちゃ。  シリンダ・バルブ間のホースまた  組付要領書・純正部品表通りに正しく配管して

（操作ラベル通りに  はカプラの接続が間違っている。  ください。

 動かない）  

 積荷するとバケットが  ダンプシリンダ内のパッキン  パッキンを交換してください。（部品注文）

 すくえない。  損傷または劣化  またはシリンダを修理に出してください。

 またはスクイ速度が

 おそい。

 ダンプはできるが  ダンプシリンダ内のパッキン  パッキンを交換してください。（部品注文）

 スクイができない。  損傷または劣化  またはシリンダを修理に出してください。

 ダンプシリンダ左右の配管が  組付要領書・純正部品表通りに正しく配管して

 逆になっている。  ください。

 自然にダンプする。  ローダバルブのキープ性能  修理に出してください。

（スクイ側・ダンプ側の  不良（一般にこの現象は徐々

 カプラまたはホースを  に発生します）

 差し換えると止まる場  

 合）

 自然にダンプする。  ダンプシリンダのキープ性能  修理に出してください。

（スクイ側・ダンプ側の  不良（一般にこの現象は急に

 カプラまたはホースを  発生します）

 差し換えても止まらな  

 い場合）
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症        状 原        因 処        置

 アーム上昇時一度下  ローダバルブのロードチェック  ① ロードチェックプラグをはずし、異物の有無を

 がってから上昇する。  不良     確認してください。（部品表参照）　　　

（バケットのスクイ時  ② プラグ・バネ・ボールを洗浄してください。

 一度下がってからスク  ③ 以上の処理では正常にならない場合は、

 イになる）      修理に出してください。

 ダンプシリンダが伸び  (IN)と(OUT)ポートの配管  組付要領・純正部品表通りに正しく配管して

 きって縮まらない。  が逆になっている。  ください。

 ダンプシリンダ左右の連結  組付要領・純正部品表通りに正しく配管して

 ホースを逆につないでいる。  ください。

 バケットがダンプ途中  エンジン回転数が低いため､  エンジン回転数を上げてダンプしてください。

 で止まり、また動く。  ダンプシリンダ内が真空に

 接地させると、バケット  なっている。

 がぶらぶらする。  作動油が不足している。  作動油を追加してください。

 追加油量は組付要領を参照してください。

 上昇・下降ともしない。  配管間違い  組付要領書・純正部品表通りに正しく配管して

 ください。

 ストップバルブ（上昇側）が  ストップバルブを 「開」にしてください。

 「閉」になっている。

 上昇しない。　  配管間違い  組付要領書・純正部品表通りに正しく配管して

 (リリーフ音なし）  ください。

 作動油が不足している。  作動油を追加してください。

 追加油量は組付要領を参照してください。

 トラクタポンプの故障  修理に出してください。

(油を送らない)   または交換してください。

 バルブのスプールが動いて  注油してください。

 いない。 (例：凍結・ハイドロ  熱湯をかけてください。

 リックロック・さびなどの場合）　

 上昇しない。　  積荷オーバー  持上制限重量以下で作業してください。

 (リリーフ音あり）

 または上昇がおそい。  配管間違い  組付要領書・純正部品表通りに正しく配管して

 ください。

 カプラがはずれている。  カプラをつないでください。

 またはカプラの故障  またはカプラを交換してください。

 作動油の粘度が高い。  油温が３０℃以上になるまでエンジンをかけ、

（特に寒冷地での現象）  ウォーミングアップさせてください。（暖気運転）
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症        状 原        因 処        置

 下降しない。　  作動油の粘度が高い。  油温が３０℃以上になるまでエンジンをかけ、

 または下降がおそい。 （特に寒冷地での現象）  ウォーミングアップさせてください。（暖気運転）

 リフトシリンダ左右の配管が  組付要領書・純正部品表通りに正しく配管して

 逆になっている。（この場合、  ください。

 アームがねじれて上昇します）

 カプラがはずれている。  カプラをつないでください。

 またはカプラの故障  またはカプラを交換してください。

 アームが自然に下が  ローダバルブのキープ性能  修理に出してください。

 る。  不良

  リフトシリンダのキープ性能  修理に出してください。

 不良

 トラクタの前輪が持ち  操作レバーが「フローティング」  操作レバーを「フローティング」以外の位置に

 上がらない。  の状態になっている。  してください。

 駐車ブレーキがかかっている。  駐車ブレーキをはずしてください。

 後部ウエイトを付けていない。  後部ウエイトを付けてください。

 前部・前輪ウエイトを付けてい  前部・前輪ウエイトをはずしてください。

 る。
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症        状 原        因 処        置

 カプラが結合できな  回路内に残圧がかかっている。  残圧を抜いてください。

 い。

 前進排土時バケットが  ポートリリーフ（スクイ側）が  異常ではありません。

 ダンプになってしまう。  働いているため

 後進排土時バケットが  ポートリリーフ（ダンプ側）が  異常ではありません。

 スクイになってしまう。  働いているため

 積荷時、アームが少し  ポートリリーフ（上昇側）が  異常ではありません。

 下がる。  働いているため

 ヘイフォーク・マニア  リフトシリンダが複動の状態で 操作レバーを「フローティング」の位置に して

 フォークが早く傷む。  作業している。  ください。

 または集草作業が

 うまくできない。

 積荷が上がらない。  積荷オーバー  持上制限重量以下で作業してください。

 または上昇途中で  リフトシリンダ内のパッキン  パッキンを交換してください。（部品注文）

 止まる。  磨耗または損傷  またはシリンダを修理に出してください。

 トラクタポンプの故障  修理に出してください。

(油を送らない)   または交換してください。

 オイルフィルターの目づまり  フィルタを洗浄・または交換してください。

 作動油が不足している。  作動油を追加または交換してください。

 または作動油が汚れている。  追加油量は組付要領を参照してください。

 トラクタポジションコントロール  修理に出してください。

 バルブの故障  または交換してください。

（油圧取出部に圧力計を付けて            

 圧力を測定してください）  ３点リンクに重い作業機を付けている場合は

 ① ポジションコントロールレバーを最上位にし､

 ② 落下調整グリップを締め込んで、

 ③ ポジションコントロールレバーを下げてくだ

     さい。

注意
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（特別教育を必要とする業務）　　　　　　　　 　（接触の防止）
　第３６条　法第５９条第３項の労働省令で定　　 　第１５１条の７　事業者は、車両系荷役運搬
　める危険又は有害な業務は、次のとおりとす　　 　機械等を用いて作業を行うときは、運転中の
　る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　ことにより労働者に危険が生ずるおそれのあ
　５の２　最大荷重１トン未満のショベルロー　　 　る箇所に労働者を立ち入らせてはならない。
　ダー又はフォークローダーの運転（道路上を　　 　ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両
　走行させる運転を除く。）の業務　　　　　　　 　系荷役運搬機械等を誘導させるときは、この
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　限りでない。

　（制限速度）　　　　　　　　　　　　　　　　 　２　前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は
　第１５１条の５　事業者は、車両系荷役運搬　　 　同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなけ
　機械等（最高速度が毎時10キロメートル以下　　 　ればならない。
　のものを除く。）を用いて作業を行うときは　　
　あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地　　
　盤の状態等に応じた車両系荷役運搬機械等の　　 　（合図）
　適正な制限速度を定め、それにより作業を行　　 　第１５１条の８　事業者は、車両系荷役運搬
　わなければならない。　　　　　　　　　　　　 　機械等について誘導者を置くときは、一定の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなけ
　２　前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は　　 　ればならない。
　同項の制限速度を越えて車両系荷役運搬機械　　
　等を運転してはならない。　　　　　　　　　　 　２　前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　同項の合図に従わなければならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（転落等の防止）　　　　　　　　　　　　　　
　第１５１条の６　事業者は、車両系荷役運搬　　 　（立入禁止）
　機械等を用いて作業を行うときは、車両系荷　　 　第１５１条の９　事業者は、車両系荷役運搬
　役運搬機械等の転倒又は転落による労働者の　　 　機械等（構造上、フォーク、ショベル、アー
　危険を防止するため、当該車両系荷役運搬機　　 　ム等が不意に降下することを防止する装置が
　械等の運行経路について必要な幅員を保持す　　 　組み込まれているものを除く。）については、
　ること、地盤の不同沈下を防止すること、路　　 　そのフォーク、ショベル、アーム等又はこれ
　肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じ　　 　らにより支持されている荷の下に労働者を立
　なければならない。　　　　　　　　　　　　　 　ち入らせてはならない。ただし、修理、点検
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　等の作業を行う場合において、フォーク、シ
　２　事業者は、路肩、傾斜地等で車両系荷役　　 　ョベル、アーム等が不意に降下することによ
　運搬機械等を用いて作業を行う場合において　　 　る労働者の危険を防止するため、当該作業に
　当該車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落に　　 　従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等
　より労働者に危険が生ずるおそれのあるとき　　 　を使用させるときは、この限りでない。
　は、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷　　
　役運搬機械等を誘導させなければならない。　　 　２　前項ただし書の作業を行う労働者は、同
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　項ただし書の安全支柱、安全ブロック等を使
　３　前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、　 　用しなければならない。
　同項の誘導者が行う誘導に従わなければなら　　
　ない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

労働安全衛生規則の抜粋　
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　（荷の積載）　　　　　　　　　　　　　　　　 　（とう乗の制限）
　第１５１条の１０　事業者は、車両系荷役運　　 　第１５１条の１３　事業者は、車両系荷役運
　搬機械等に荷を積載するときは、次に定める　　 　搬機械等（貨物自動車を除く。）を用いて作
　ところによらなければならない。　　　　　　　 　業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者
　①　偏荷重が生じないように積載すること。　　 　を乗せてはならない。ただし、墜落による労
  ②　構内運搬車又は貨物自動車にあっては、　　 　働者の危険を防止するための措置を講じたと
　　荷崩れ又は荷の落下による労働者の危険を　　 　きは、この限りでない。
　　防止するため、荷にロープ又はシートを掛
　　ける等必要な措置を講ずること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（主たる用途以外の使用の制限）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　第１５１条の１４　事業者は、車両系荷役運
　（運転位置から離れる場合の措置）　　　　　　 　搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当
　第１５１条の１１　事業者は、車両系荷役運　　 　該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の
　搬機械等の運転者が運転位置から離れるとき　　 　用途に使用してはならない。ただし、労働者
　は当該運転者に次の措置を講じさせなければ　　 　に危険を及ぼすおそれのないときは、この限
　ならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　 　りでない。
  ①　フォーク、ショベル等の荷役装置を最低
　　降下位置に置くこと。
　②　原動機を止め、かつ、停止の状態を保持　　 　（修理等）
　　するためのブレーキを確実にかける等の車　　 　第１５１条の１５　事業者は、車両系荷役運
　　両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置　　 　搬機械等の修理又はアタッチメントの装置若
　　を講ずること。　　　　　　　　　　　　　　 　しくは取外し作業を行うときは、当該作業を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　指揮する者を定め、その者に次の事項を行わ
　２　前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等　　 　せなければならない。
　の運転位置から離れるときは、同項各号に掲　　 　①　作業手順を決定し、作業を直接指揮する
　げる措置を講じなければならない。　　　　　　 　　こと。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　②　第１５１条の９第１項ただし書に規定す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　る安全支柱、安全ブロック等の使用状況を
　（車両系荷役運搬機械等の移送）　　　　　　　 　　監視すること。
　第１５１条の１２　事業者は、車両系荷役運　
　搬機械等を移送するため自走又はけん引によ
　り貨物自動車に積卸しを行う場合において、　　 　（前照燈及び後照燈）
　道板、盛土等を使用するときは、当該車両系　　 　第１５１条の２７　事業者は、ショベルロー
　荷役運搬機械等の転倒、転落等による危険を　　 　ダー及びフォークローダー（以下「ショベル
　防止するため、次に定めるところによらなけ　　 　ローダー等」という。）については、前照燈
　ればならない。　　　　　　　　　　　　　　　 　及び後照燈を備えたものでなければ使用して
　①　積卸しは、平たんで堅固な場所において　　 　はならない。ただし、作業を安全に行うため
　　行うこと。　　　　　　　　　　　　　　　　 　必要な照度が保持されている場所においては
　②　道板を使用するときは、十分な長さ、幅　　 　この限りでない。
　　及び強度を有する道板を用い、適当なこう　
　　配で確実に取り付けること。
　③　盛土、仮設台等を使用するときは、十分
　　な幅及び強度並びに適当なこう配を確保す
　　ること。
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　（ヘッドガード）　 　第１５１条の３２　事業者は、ショベルロー
　第１５１条の２８　事業者は、ショベルロー　 　ダー等については、一月を越えない期間ごと
　ダー等については、堅固なヘッドガードを備　 　に一回、定期に、次の事項について自主点検
　えたものでなければ使用してはならない。た　 　を行わなければならない。ただし、一月を越
　だし、荷の落下によりショベルローダー等の　　 　える期間使用しないショベルローダー等の当
　運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、 　該使用しない期間においては、この限りでな
　この限りでない。　　　　　　　　　　　　　　 　い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　①　制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　の有無
　（荷の積載）　　　　　　　　　　　　　　 　②　荷役装置及び油圧装置の異常の有無
　第１５１条の２９　事業者は、ショベルロー 　③　ヘッドガードの異常の有無
　ダー等については、運転者の視野を妨げない
　ように荷を掲載しなければならない。　　　　　 　２　事業者は、前項ただし書のショベルロー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　ダー等については、その使用を再び開始する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　際に、同項各号に掲げる事項について自主検
　（使用の制限）　　　　　　　　　　　 　査を行わなければならない。
　第１５１条の３０　事業者は、ショベルロー
　ダー等については、最大荷重その他の能力を　　
　越えて使用してはならない。　　 　（定期自主検査の記録）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　第１５１条の３３　事業者は、前２項の自主
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　検査を行ったときは、次の事項を記録し、こ
　（定期自主検査）　　　　　　　　　 　れを３年間保存しなければならない。
　第１５１条の３１　事業者は、ショベルロー 　①　検査年月日
　ダー等については、一年を越えない期間ごと　　 　②　検査方法
　に一回、定期に、次の事項について自主点検　 　③　検査箇所
　を行わなければならない。ただし、一年を越　 　④　検査の結果
　える期間使用しないショベルローダー等の当 　⑤　検査を実施した者の氏名
　該使用しない期間においては、この限りでな 　⑥　検査の結果に基づいて補修等の措置を講
　い。　　　　　　　　　　　　　　 　　じたときは、その内容
　 ①　原動機の異常の有無　　
　 ②　動力伝達装置及び走行装置の異常の有無
　 ③　制動装置及び操縦装置の異常の有無　　 　（点検）
　 ④　荷役装置及び油圧装置の異常の有無　　 　第１５１条の３４　事業者は、ショベルロー
 　⑤　電気系統、安全装置及び計器の異常の有 　ダー等を用いて作業を行うときは、その日の
　　無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　作業を開始する前に、次の事項について点検
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　を行わなければならない。
　２　事業者は、前項ただし書のショベルロー 　①　制動装置及び操縦装置の機能
　ダー等については、その使用を再び開始する　 　②　荷役装置及び油圧装置の機能
　際に、同項各号に掲げる事項について自主検　 　③　車輪の異常の有無
　査を行わなければならない。　　　　　　　　　 　④　前照燈、後照燈、方向指示器及び警報装

　　置の機能

　（補修等）
　第１５１条の３５　事業者は、第１５１条の
　３１若しくは第１５１条の３２の自主検査又
　は前条の点検を行った場合において、異常を
　認めたときは、直ちに補修その他必要な措置
　を講じなければならない。
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